
 

令和 4年 9月 28日 

奨学課 

 

高校育英貸与奨学金事業における修学支援奨学金 

（一括貸付奨学金）の創設について 

 

高校生を対象とする奨学金は、「高校育英貸与奨学金」と「高等学校奨学金」の２種類がありますが、本

年度より「高校育英貸与奨学金事業」において「修学支援奨学金（一括貸付奨学金）」が創設されました。 

つきましては、今年度の令和４年度追加募集及び令和５年度予約募集より、高校育英貸与奨学金(月

額制)又は修学支援奨学金（一括貸付奨学金）のいずれか又は両方の貸与が可能となります。 

 

【修学支援奨学金について】 

   経済的理由により入学準備費用（端末購入費用）、資格取得費用、部活費用及び修学旅行費用並び

に大学等受験準備費用等の支弁が困難と認められる者に対して、修学支援奨学金(２２万円)を一括

貸付ができる奨学金制度です。 

 

【借りられる金額・期間】 

   （1）金額 

     

公立 私立

自宅
月額

1 8 ,0 0 0 円 3 0 ,0 0 0 円

自宅外
月額

2 3 ,0 0 0 円 3 5 ,0 0 0 円

奨学金種別(無利息)

高校育英貸与奨学金及び
高等学校奨学金

(月額制）

修学支援奨学金（一括貸付）
（高校育英貸与奨学金のみ選択可）

2 2 0 ,0 0 0 円
 

※修学支援奨学金は、高校育英貸与奨学金のみ選択可能です。 

※高校育英貸与奨学金（月額制）及び修学支援奨学金は、いずれか又は両方を選択して貸与

を受けることができます。 

  （2）期間 

    奨学金(月額制)の貸出期間は、令和４年４月から卒業するまでの標準修業年限の終期までですが、

修学支援奨学金は標準修業年限を通じて 1回限りの一括貸付奨学金です。 

    ●高等学校の普通科では、標準修業年限は３年です。ですので３年間の内、いずれかのタイミング

で修学支援奨学金を貸与するか、十分に検討する必要があります。 



 

 【申込資格等】 

  下記の網掛け部分の資格要件を満たす必要があります。 

高校育英貸与奨学金 修学支援奨学金

父母の要件

学
校

学年

学力

○ 市町村から生活保護を受けている世帯の者

○ 市町村県民税が非課税とされている世帯の者

○ 市町村県民税が減免されている世帯の者

○ 本人の属する世帯で、就学者を除く18歳以上の者
の全収入が財団の定める基準内である世帯の者

人物

採
用
基
準

１年生→中学校等の成績が３．０以上
２年生以上→高校等の成績が３．０以上
※成績平均値が２．７～２．９の生徒であっても、条件によって申
込みができる場合があります、担当の先生へご相談ください。

勉学意欲があり、学業を確実に修了できる見込があ
る者

家
計

本人の属する世帯内で、家計支持者のそれぞれの収入額
から所得を算出し、その合計金額から規定で定められた控
除額を差し引いた金額が、当財団の定める収入基準額を下
回ること。

下記のいずれかに該当する者

勉学意欲があり、奨学生としてふさわしい生徒であること 勉学意欲があり、奨学生としてふさわしい生徒であること

奨学金の種類 高等学校奨学金

申
込
資
格

沖縄県内に住所を有していること

高等学校
中等教育学校の後期課程
特別支援学校の高等部
特に認められた専攻科
専修学校高等課程（標準修業年限２年以上）

沖縄県内の高等学校
沖縄県内の中等教育学校の後期課程

全学年 全学年

沖縄県内に住所を有していること

 

 ●既に高等育英貸与奨学金（月額制）の奨学生であっても、現時点で採用基準（学力･家計）を満たさな

いものは、修学支援奨学金の申込みを行う事はできません。 

 ●既に高等学校奨学金（月額制）の奨学生であって、現時点で採用基準（学力･家計）を満たすものは、

修学支援奨学金の申込みを行うことができます。 

 

 【収入のめやす】 

  

世帯数 給与所得の世帯 給与所得以外の世帯

４人世帯 737万円 293万円

５人世帯 777万円 321万円
 

  ●給与世帯は収入金額（税込）、給与以外の世帯は収入金額から必要経費を差し引いた金額を表示

しています。 

  ●この金額以上の所得がある場合でも、家庭の事情によっては特別控除ができます。 

  ●その他、奨学生願書の「所得から差し引かれる金額」欄に該当する項目があれば、学校に相談して

下さい。 

 

 【提出書類】 

   新規申込者及び既に奨学生であるものも、申込書類全てを揃えて申込みをする必要があります。 

   主な提出書類 

   (1) 奨学金種別選択表 

   (2) 奨学生願書 

   (3) 令和４年度追加採用申込者：令和３年度市町村県民税所得課税証明書（父母の分） 

      令和５年度予約採用申込者：令和４年度市町村県民税所得課税証明書（父母の分） 

   (4) 住民票謄本 

   (5) 本人名義の通帳の写し（令和４年度追加採用申込者のみ） 

   (6) 控除に係る証明書（所得控除を希望するもののみ） 



 

    ●詳しくは、募集要項を確認してください。 

 

 【奨学生として採用されるためには】 

   修学支援奨学金の採用を受けた者は、高校育英奨学金（月額制）とは別に「誓約書・奨学金借用証

書」の提出が必要になります。 

 

 【奨学金の振込】 

   修学支援奨学金の振込は、直近の振込日（追加採用者：令和５年１月 10日(火)、予約採用者：令和

５年６月 22日(木)）に合わせて振り込みます（1回限りの一括貸付で貸与終了）。 

 

 【返還について】 

   修学支援奨学金については、貸与を受けた月の属する年度末から 6 か月経過後に始まり、12 年以

内で口座引落の方法により返還します。高等学校等在学中又は進学したときや病気・災害・失職等

で返還が困難な場合、一年ごとの願い出により返還が猶予される制度があります。 

 

 【返還例】  

 (1)令和４年度追加採用(例) 

  ①高校１年時：奨学金(月額制）採用、３年時：修学支援奨学金採用 

奨学金種別 申請(採用)時期
奨学金初回

振込日
貸与終了日 返還開始日 返還期間 月賦額（※）

高校育英貸与奨学金
(月額制 公立自宅:1 8 ,0 0 0 円）

令和2 年度定期採用 R 2 .7 .2 5 R 5 .3 .3 1 R 5 .1 0 .2 7 4 ,5 0 0 円

修学支援奨学金
(一括:2 2 0 ,0 0 0 円）

令和４年度追加採用 R 5 .1 .1 0 R 5 .3 .3 1 R 5 .1 0 .2 7 1 ,5 2 7 円

1 2 年/1 4 4 回払

 

  

②高校１年時：奨学金(月額制）採用、２年時：修学支援奨学金採用 

奨学金種別 申請(採用)時期
奨学金初回

振込日
貸与終了日 返還開始日 返還期間 月賦額（※）

高校育英貸与奨学金
(月額制 公立自宅:1 8 ,0 0 0 円）

令和3 年度定期採用 R 3 .7 .2 5 R 6 .3 .3 1 R 6 .1 0 .2 7 4 ,5 0 0 円

修学支援奨学金
(一括:2 2 0 ,0 0 0 円）

令和４年度追加採用 R 5 .1 .1 0 R 5 .3 .3 1 R 5 .1 0 .2 7 1 ,5 2 7 円

1 2 年/1 4 4 回払

 

 

 (2)令和５年度予約採用(例) 

 高校１年進学時：奨学金(月額制）及び修学支援奨学金採用 

奨学金種別 申請(採用)時期
奨学金初回

振込日
貸与終了日 返還開始日 返還期間 月賦額（※）

高校育英貸与奨学金
(月額制 公立自宅:1 8 ,0 0 0 円）

令和5 年度予約採用 R 5 .6 .2 5 R 8 .3 .3 1 R 8 .1 0 .2 7 4 ,5 0 0 円

修学支援奨学金
(一括:2 2 0 ,0 0 0 円）

令和5 年度予約採用 R 5 .6 .2 5 R 6 .3 .3 1 R 6 .1 0 .2 7 1 ,5 2 7 円

1 2 年/1 4 4 回払

 

 

（※注意） 

●奨学金（月額制）と修学支援奨学金の返還開始日は異なる場合があります。 

●貸与総額を返還回数(144回)で除し月賦額に端数が生じた場合、最終の月賦額で調整します。 

●また、口座引落手数料別途 110円がかかります。 

 

 【参考 URL】  

令和４年度高校育英貸与奨学生および高等学校貸与奨学生の追加募集について（高校在学用） 

令和５年度高校育英貸与奨学生（予約採用候補者）の募集について(中学３年生用) 

 

http://www.oihf.or.jp/news/shogaku/r0409tsuika/top.pdf
http://www.oihf.or.jp/news/shogaku/r0409yoyaku/top.pdf

